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広報暮らしのカレンダー
日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat

2/28 3/1
♥眼科診療
◎消費生活相談

2 3
♥整形外科診療
◎多重債務弁護士相談

4
区長配布
♥循環器内科診療

5
♣ぴよぴよ

6

7 8
♥眼科診療
◎メンタルヘルス相談
◎消費生活出張相談

9
●乳児健診
◎人権相談

10
♥整形外科診療
● 1歳 6カ月児健診
◎暮らしとお金の安心相談

11
♥循環器内科診療
♥婦人科診療
♥神経内科診療

12
♣とことこ

13
♥土曜診療

14 15
♥眼科診療
◎消費生活相談
◎DV相談

16
● 3歳 6カ月児健診
◎多重債務弁護士相談

17
♥整形外科診療

18
区長配布
♥循環器内科診療
◎行政相談（役場）

19 20

21 22
♥眼科診療
◎メンタルヘルス相談
◎消費生活出張相談

23 24
♥整形外科診療

25
♥循環器内科診療
♥婦人科診療
♥神経内科診療

26
♣ぴょんぴょん

27
♥土曜診療

28 29
♥眼科診療

30 31
♥整形外科診療

4/1
区長配布
♥循環器内科診療

2 3広報発行日
（お知らせ版）

広報発行日
（3月号）

◎各種相談
◎行政相談　問　総務課（内線 2313）
■時間・場所　10:00 ～ 12:00・役場庁舎 1階ロビー
◎人権相談　問　住民課（内線 2127）
■時間・場所　13:00 ～ 16:00・福祉センター
◎消費生活相談（相談日前週の木までに予約）
■時間・場所　10:00～15:00・中央生涯教育センター
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎消費生活出張相談（相談日前週の水までに予約）
■時間・場所　10:00 ～ 14:30・役場会議室
■相談員　奥州市相談員
■予約先・問　住民課（内線 2121）

◎DV相談（相談日前週の木までに予約）
■時間・場所　10:00～15:00・中央生涯教育センター
■予約先・問　中央生涯教育センター（☎ 44-3123）
◎暮らしとお金の安心相談（相談日前週の木までに予約）
■時間・場所　10:00 ～ 16:00・役場会議室
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎多重債務弁護士無料相談（要予約）
■時間・場所　10:00 ～ 15:00・奥州市役所
■予約先・問　奥州市役所（☎ 34-2915）
◎メンタルヘルス相談
■時間・場所　9:00 ～ 17:00・保健センター
問　保健福祉センター（☎ 44-4560）

♥各種診療　問　金ケ崎診療所（☎ 44-2121）
♥婦人科診療　▶受付：8:30 ～ 11:30
♥神経内科診療　▶受付：13:30 ～ 16:00
♥眼科診療（予約制）▶受付：13:30 ～ 16:30
♥整形外科診療（予約制）▶受付：8:30 ～ 11:30
♥循環器内科診療（予約制）▶受付：8:30 ～ 11:30
♥土曜診療（内科）▶受付：8:30 ～ 11:30
♣オープンデイ　
問　町子育て支援センター（☎ 44-3365）
■時間・場所　10:00 ～ 11:30・子育て支援センター
■対象　▶ぴよぴよ…0歳児親子　▶とことこ…
1歳児親子　▶ぴょんぴょん…2・3歳児親子
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▶奥州金ケ崎休日診療所
■場所　奥州医師会館（奥州市水沢多賀 21-1）
■診療時間　8:30 ～ 16:00
問　診療日▶奥州医師会館（☎ 25-3935）
診療日以外▶奥州金ケ崎行政事務組合（☎ 24-5821）
【3月の当番医】　
7日日千田直先生（千田整形外科クリニック）/14日日千田正樹先生（千
田内科クリニック）/20 日土冨田幸雄先生（とみた脳神経外科耳鼻咽
喉科医院）/21 日日長野雅史先生（ながの内科クリニック）/28 日日
野呂一夫先生（野呂外科泌尿器科医院）※受診前に必ず電話連絡して
ください（☎ 25-3935）。奥州市・金ケ崎町内の感染状況によっては
休日・夜間診療所を休診する場合があります。休診となる際は、奥州

金ケ崎行政事務組合のホームページ等でお知らせします（2月
1日時点）。

お知らせ
news

問・申請先　子育て支援課（☎ 44-4611）

ひとり親世帯への
臨時特別給付金の申請期限は 2月 28日㈰です

　国は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少などがあった「ひとり親世帯」に対して、臨
時特別給付金を支給します（再給付分の申請を併せて行います）。
　基本給付の①以外は、申請書の提出が必要となります。詳細は岩手県のホームページで確認するか、
子育て支援課にお問い合わせください。
■申請期限　2月 28日㈰
基本給付
■対象者　次のいずれかに当てはまる人
①令和 2年６月分の児童扶養手当を受給した人
②公的年金などを受給し、令和 2年６月分の児童扶養手当の支給が全額停止された人
③新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が児童扶養手当の受給者と同じ水準になった人
■給付額　1世帯 5万円（第 2子以降は 1人につき 3万円） 
追加給付
■対象者　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、次のいずれかに当てはまる人
①令和 2年６月分の児童扶養手当を受給した人
②公的年金などを受給し、令和 2年６月分の児童扶養手当の支給が全額停止された人
■給付額　1世帯 5万円
再給付
■対象者　次のいずれかに当てはまる人
①令和 2年 12月 11日時点で、基本給付の支給を受けている、または申請をしている人
②令和 2年 12月 11日以降、基本給付の申請をする際に、併せて再給付の申請を行った人

●母子保健等日程　　　問　子育て支援課（☎ 44-4611）
事業名 月　日 場　所 受付時間

母子健康手帳交付・
妊婦相談

毎週㈪　
※祝祭日は除く 子育て支援課 13：00～17：００

乳児健診 3月 9日㈫ 保健センター ※個別に案内

1歳 6カ月児健診 3月 10日㈬ 保健センター ※個別に案内

3歳 6カ月児健診 3月 16日㈫ 保健センター ※個別に案内

●献血日程　　　　　問　保健福祉センター（☎ 44-4560）
　3月は、町内での献血の予定はありません。
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